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郵
便
法
及
び
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
郵
便
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
七
条
第
一
項
中
「
も
の
」
の
下
に
「
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
る
べ
き
も
の
」
を
加
え
、
同
条
中
第
五

項
を
第
七
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

会
社
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
郵
便
に
関
す
る
料
金
（
第
一
種
郵
便
物
、
第
二
種
郵
便
物
、
第
三
種

郵
便
物
及
び
第
四
種
郵
便
物
の
料
金
を
除
き
、
郵
便
事
業
の
収
入
に
与
え
る
影
響
が
軽
微
な
料
金
の
う
ち
総
務
省
令
で
定

め
る
料
金
に
限
る
。
）
を
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
又
は
そ
の
実
施
後
遅
滞
な
く
、
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
を
変
更
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

６

第
二
項
（
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
前
項
の
料
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
八
十
七
条
第
一
号
中
「
料
金
若
し
く
は
」
を
「
料
金
、
」
に
改
め
、
「
受
け
た
料
金
」
の
下
に
「
若
し
く
は
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
定
め
、
若
し
く
は
変
更
し
た
料
金
」
を
加
え
る
。

第
八
十
九
条
及
び
第
九
十
一
条
中
「
第
六
十
七
条
第
五
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。
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（
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
条

民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

目
次
中
「
第
三
十
三
条
」
を
「
第
三
十
四
条
」
に
、
「
第
三
十
四
条
―
第
四
十
二
条
」
を
「
第
三
十
五
条
―
第
四
十
三
条

」
に
、
「
第
四
十
三
条
―
第
五
十
一
条
」
を
「
第
四
十
四
条
―
第
五
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
七
項
第
一
号
中
「
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
を
「
七
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
千

円
」
を
「
八
百
円
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
料
金
」
の
下
に
「
（
一
般
信
書
便
役
務
に
係
る
信
書
便
物
の
送
達
の
料
金
以
外
の
料
金
の
う
ち
総

務
省
令
で
定
め
る
料
金
を
除
く
。
第
二
十
七
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
（
総
務
省
令
で

定
め
る
料
金
を
除
く
。
第
二
十
七
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
十
八
条
中
「
料
金
」
の
下
に
「
（
同
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
料
金
を
含
む
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を

加
え
る
。

第
五
十
一
条
第
一
号
中
「
第
三
十
三
条
」
を
「
第
三
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
二
条
と
す
る
。
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第
五
十
条
中
「
第
四
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
五
条
第
二
項
」
に
、
「
第
四
十
五
条
又
は
第
四
十
六
条
」
を
「
第
四

十
六
条
又
は
第
四
十
七
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
一
条
と
し
、
第
四
十
九
条
を
第
五
十
条
と
し
、
第
四
十
八
条
を
第
四

十
九
条
と
し
、
第
四
十
七
条
を
第
四
十
八
条
と
す
る
。

第
四
十
六
条
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
規
定
中
「
第
三
十
三
条
」
を
「
第
三
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
第

九
号
中
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
中
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第

三
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
七
条
と
す
る
。

第
四
十
五
条
中
「
第
三
十
三
条
」
を
「
第
三
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
六
条
と
し
、
第
四
十
四
条
を
第
四
十
五

条
と
す
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
き
損
し
」
を
「
毀
損
し
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
四
条
と
す
る
。

第
四
章
中
第
四
十
二
条
を
第
四
十
三
条
と
し
、
第
三
十
九
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
第
三
十
三
条
」
を
「
第
三
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
九
条
と
す
る
。

第
三
十
七
条
第
二
号
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加

え
、
「
若
し
く
は
第
二
十
二
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
十
三
条
」
を
「
、
第
二
十
二
条
第
一
項
（
第
三
十
四
条
」
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に
改
め
、
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
十
三
条
第
一
項
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
第
三
十
三
条
」
を
「
第

三
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
三
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
標
準
信
書
便
約
款
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

第
三
十
七
条
を
第
三
十
八
条
と
し
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
三
十
三
条
中
「
、
第
十
七
条
」
を
削
り
、
「
第
十
九
条
第
三
項
中
」
の
下
に
「
「
第
十
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「

第
三
十
三
条
第
一
項
」
と
、
」
を
加
え
、
第
三
章
中
同
条
を
第
三
十
四
条
と
す
る
。

第
三
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
信
書
便
約
款
）

第
三
十
三
条

特
定
信
書
便
事
業
者
は
、
信
書
便
の
役
務
に
関
す
る
提
供
条
件
（
料
金
及
び
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
信
書
便
約
款
を
定
め
、
総
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し

よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
認
可
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

信
書
便
物
の
引
受
け
、
配
達
、
転
送
及
び
還
付
並
び
に
送
達
日
数
に
関
す
る
事
項
、
信
書
便
の
役
務
に
関
す
る
料
金

の
収
受
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
特
定
信
書
便
事
業
者
の
責
任
に
関
す
る
事
項
が
適
正
か
つ
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

二

特
定
の
者
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

３

総
務
大
臣
が
標
準
信
書
便
約
款
を
定
め
て
公
示
し
た
場
合
（
こ
れ
を
変
更
し
て
公
示
し
た
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て

、
特
定
信
書
便
事
業
者
が
、
標
準
信
書
便
約
款
と
同
一
の
信
書
便
約
款
を
定
め
、
又
は
現
に
定
め
て
い
る
信
書
便
約
款
を

標
準
信
書
便
約
款
と
同
一
の
も
の
に
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
信
書
便
約
款
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
次
条
並
び
に
附
則
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
審
議
会
等
へ
の
諮
問
）
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第
二
条

総
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送

達
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
信
書
便
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
七
項
第
三
号
の
総
務
省
令
の
制
定
及
び
新
信
書
便
法
第

三
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
標
準
信
書
便
約
款
の
制
定
の
た
め
に
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
民
間
事
業
者
に
よ

る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
旧
信
書
便
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
の
政
令
で
定
め
る
審
議
会
等
に
諮
問
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
郵
便
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
郵
便
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
郵

便
に
関
す
る
料
金
で
あ
っ
て
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
郵
便
法
第
六
十
七
条
第
五
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
料
金
に

該
当
す
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
料
金
と
み
な
す
。

（
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
信
書
便
法
第
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
信
書
便
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
認
可
を
受
け
て
い
る
信
書
便
約
款
は
、
新
信
書
便
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
信
書
便
約

款
と
み
な
す
。
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２

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
信
書
便
法
第
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
信
書
便
法
第
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
信
書
便
約
款
の
認
可
の
申
請
は
、
新
信
書
便
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
と
み
な
す
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
六
条

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定

め
る
。

（
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条

行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
条
の
う
ち
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
第
三
十
九
条
の
改
正
規
定
中
「
第
三
十
九
条
」
を
「

第
四
十
条
」
に
改
め
る
。
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理

由

郵
便
・
信
書
便
分
野
に
お
け
る
規
制
の
合
理
化
を
図
る
た
め
、
郵
便
及
び
信
書
便
に
関
す
る
料
金
の
届
出
手
続
を
緩
和
す
る

と
と
も
に
、
特
定
信
書
便
役
務
の
範
囲
を
拡
大
し
、
特
定
信
書
便
役
務
に
係
る
信
書
便
約
款
の
認
可
手
続
を
簡
素
化
す
る
必
要

が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


